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名 称 天日干開きあじ

原材料名 あじ（静岡県）、米糠酵素分解物、

酸化防止剤（ビタミンE、エリソルビン酸Na）

内 容 量 ２ 尾

消費期限 ２２．５．２２

保存方法 保存温度１０℃以下
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石川県金沢市▲▲町◎◎ □
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JAS法の中に加工食品品質表示基準ってのがあって、平成１８年１０月１日から、原材料

の原産地が①商品の品質に影響する商品、②原材料のうち単一の農畜水産物の重量割

合が50％以上の商品で、生鮮食品に近い加工食品のうち22食品群と4品目には、原料原

産地を書くことになったんがんや。

原料原産地は、国産の場合は「国産」、輸入品の場合は「原産国」を書くことになっとるげ

んけんど、水産物は、①生産した水域名、②水揚げした港名、③水揚げした港や養殖場が
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んけんど、水産物は、①生産した水域名、②水揚げした港名、③水揚げした港や養殖場が

属する都道府県名や一般に知られた地名でもいいんげんて。

だから、この「あじの開き」には、原材料名：「あじ（静岡県）」って書いてあるんがんや。こ

のほかに、原材料名：「あじ」、原料原産地：「静岡県」って書いてあることもあっけど。

また、Ａ国で漁獲され、Ｂ国で切り身にしフライ種として衣を付けたあじ製品を輸入して、

国内で単に小分け・再包装しただけの製品は、原料原産地の表示義務はないんげんけん

ど、その商品が加工されたことがわかるように、原産国名（Ｂ国）を記載する必要があるげ

んて。
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⒀フライ種として衣をつけた食肉

⒁合挽肉その他異種混合した食肉

⒂素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり

その他干した海藻類

⒃塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類

⒄調味した魚介類及び海藻類

⒅こんぶ巻（平成２３年３月３１日に追加）

⒆ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類

(20)表面をあぶった魚介類

(21)フライ種として衣をつけた魚介類

(22)⑷又は⒁に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの

２．４品目

⑴うなぎ加工品

⑵かつお削りぶし

⑶農産物漬物

⑷野菜冷凍食品

ん～。よく解ったわ

今度から、よく見てこうわ。ほ～や。

JAS法の中に加工食品品質表示基準ってのがあって、平成１８年１０月１日から、原材料

の原産地が①商品の品質に影響する商品、②原材料のうち単一の農畜水産物の重量割

合が50％以上の商品で、生鮮食品に近い加工食品のうち22食品群と4品目には、原料原

産地を書くことになったんがんや。

原料原産地は、国産の場合は「国産」、輸入品の場合は「原産国」を書くことになっとるげ

んけんど、水産物は、①生産した水域名、②水揚げした港名、③水揚げした港や養殖場が

属する都道府県名や一般に知られた地名でもいいんげんて。

だから、この「あじの開き」には、原材料名：「あじ（静岡県）」って書いてあるんがんや。こ

のほかに、原材料名：「あじ」、原料原産地：「静岡県」って書いてあることもあっけど。

また、Ａ国で漁獲され、Ｂ国で切り身にしフライ種として衣を付けたあじ製品を輸入して、

国内で単に小分け・再包装しただけの製品は、原料原産地の表示義務はないんげんけん

ど、その商品が加工されたことがわかるように、原産国名（Ｂ国）を記載する必要があるげ

んて。

（参考）

１．22食品群

⑴乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実

⑵塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実

⑶ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん

⑷異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実

及びきのこ類を異種混合したもの

⑸緑茶及び緑茶飲料（平成１９年１０月に追加）

⑹もち

⑺いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生（平成１９年１０月に追加）

及びいり豆類

⑻黒糖及び黒糖加工品（平成２３年３月３１日に追加）

⑼こんにゃく

⑽調味した食肉

⑾ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵

⑿表面をあぶった食肉

⒀フライ種として衣をつけた食肉

⒁合挽肉その他異種混合した食肉

⒂素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり

その他干した海藻類

⒃塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類

⒄調味した魚介類及び海藻類

⒅こんぶ巻（平成２３年３月３１日に追加）

⒆ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類

(20)表面をあぶった魚介類

(21)フライ種として衣をつけた魚介類

(22)⑷又は⒁に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの

２．４品目

⑴うなぎ加工品

⑵かつお削りぶし

⑶農産物漬物

⑷野菜冷凍食品

ん～。よく解ったわ

今度から、よく見てこうわ。ほ～や。

一般消費者向けに販売される全ての食品に

は、消費者が商品を選択する時に必要な情

報が書いてあるさけぇ、よ～確認せんなん

ねぇ。

あんやとね～。


